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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方障害物との衝突の可能性に応じて車両の制動操作又は操舵操作もしくは制動操作及
び操舵操作によって前方障害物との衝突を回避するように介入制御する衝突回避支援シス
テムであつて、
　前方障害物との距離情報と前方障害物と自車との相対速度情報とから前記介入制御を開
始する介入予定タイミングを算出する介入タイミング算出手段と、
　自車の走行する予定進路にある前方障害物の横方向の大きさと位置情報から前方障害物
が自車の推定進路内を塞ぐ大きさを算出する進路余裕度算出手段と、
　前記進路余裕度算出手段で算出した推定進路内を塞ぐ大きさによって前記介入予定タイ
ミングを補正して介入開始タイミングを決定する介入タイミング補正手段と、を備えると
共に、
　前記進路余裕度算出手段は、道路上の白線を基準とした前方障害物の位置と大きさを算
出するとともに、前記白線を基準とした自車の推定進路を推定し、前方障害物の位置及び
大きさと自車の前記推定進路とに基づいて前方障害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさを
算出し、
　前記介入タイミング補正手段は、前記前方障害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさと障
害物と自車との相対速度に基づいて制動操作による介入制御か操舵操作による介入制御か
を選択することを特徴とする衝突回避支援システム。
【請求項２】
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　前記介入タイミング算出手段は、車両の前方に取り付けられた距離計測装置で計測した
、前方障害物との距離と、自車と前方障害物との相対速度とから前記介入制御を開始する
介入予定タイミングを算出し、
　前記進路余裕度算出手段は、車両の前方に取り付けられた横方向位置計測手段で計測し
た、前方障害物の横方向の大きさと位置に基づいて前方障害物が自車の推定進路内を塞ぐ
大きさを算出することを特徴とする請求項１記載の衝突回避支援システム。
【請求項３】
　前記横方向位置計測手段は、車両の前方に取り付けられた撮像装置を備え、前記進路余
裕度算出手段は、前記撮像装置の画像に基づいて道路上の白線を基準とした前方障害物の
位置と大きさを算出することを特徴とする請求項２記載の衝突回避支援システム。
【請求項４】
　前記衝突回避支援システムは車両の後部に取り付けられた後側方距離計測装置を備え、
前記介入タイミング補正手段は、前記後側方距離計測装置による後側方障害物の位置情報
を考慮して、制動操作による介入制御か操舵操作による介入制御かを選択することを特徴
とする請求項３に記載の衝突回避支援システム。
【請求項５】
　前記衝突回避支援システムは路面情報推定手段を備え、介入タイミング補正手段は、前
記路面情報推定手段で推定された路面状況を考慮して前記介入開始タイミングを決定する
ことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の衝突回避支援システム。
【請求項６】
　前記衝突回避支援システムは運転者を判別する運転者判別手段を備え、前記介入タイミ
ング補正手段は、前記運転者判別手段で判別した運転者情報に基づいて前記介入開始タイ
ミングを決定することを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の衝突回避支援システ
ム。
【請求項７】
　前記衝突回避支援システムは外部からの通信が可能な外部通信手段を備え、前記介入タ
イミング算出手段は、前記外部通信手段によって得られた障害物の位置及び行動に関する
情報を考慮して介入予定タイミングを算出することを特徴とする請求項１～６のいずれか
に記載の衝突回避支援システム。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の衝突回避支援システムを搭載したことを特徴とする車
両。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両用の衝突回避支援システムに関し、特に自車両と障害物との横方向距離
を考慮することによって、車両運転者の意思によらない自動介入操作を好適に実行する衝
突回避支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　前方障害物に対して衝突の可能性がある状況において自動的に制動操作等の介入操作を
行い衝突を回避する従来の衝突回避支援システムとしては、例えば、衝突の可能性がある
場合に警報を発したり或いは車両運転者の意思によらずに自動的に車両を制動させる衝突
回避支援システムが知られている（例えば特許文献１参照）。特許文献１に示されている
衝突回避支援システムでは障害物までの距離と車速から回避可能な最小制動開始距離が求
められ、この最小制動開始距離未満の状況によっても操舵操作が行われた場合は介入制動
を開始しないことで不必要な介入制動を抑制し、運転者への違和感を低減している。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２２４３０９号
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術にあっては、運転者の操舵操作による回避時に介入制動が
抑制されることで運転者の違和感は低減されるものの、障害物による進路の占有割合を考
慮していないため、操舵が不要な程度の障害物に対して介入制動が起きてしまう可能性が
あるし、逆に操舵回避が困難な場合でも運転者による操舵操作があれば介入制動を遅らせ
てしまい、衝突時の速度を十分に低減することができなくなってしまうという問題があっ
た。
【０００５】
　本発明は、上記問題に着目してなされたものであり、その目的とするところは、前方障
害物との衝突可能性に応じて該障害物との衝突が回避されるように制動操作又は操舵操作
もしくは制動操作及び操舵操作によって前方障害物との衝突を回避するように介入制御す
る衝突回避支援システムにおいて、自車の推定進路内に占める障害物の大きさと障害物と
の相対速度に基づいて介入開始タイミングを変化させ、安全性を損なうことなく介入操作
による運転者に対する違和感を低減することができる衝突回避支援システムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するため、本発明の衝突回避支援システムは、前方障害物との衝突の
可能性に応じて車両の制動操作又は操舵操作もしくは制動操作及び操舵操作によって前方
障害物との衝突を回避するように介入制御する衝突回避支援システムであって、前方障害
物との距離情報と前方障害物と自車との相対速度情報とから前記介入制御を開始する介入
予定タイミングを算出する介入タイミング算出手段と、自車の走行する予定進路にある前
方障害物の横方向の大きさと位置情報から前方障害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさを
算出する進路余裕度算出手段と、前記進路余裕度算出手段で算出した推定進路内を塞ぐ大
きさによって前記介入予定タイミングを補正して介入開始タイミングを決定する介入タイ
ミング補正手段と、を備えると共に、前記進路余裕度算出手段は、道路上の白線を基準と
した前方障害物の位置と大きさを算出するとともに、前記白線を基準とした自車の推定進
路を推定し、前方障害物の位置及び大きさと自車の前記推定進路とに基づいて前方障害物
が自車の推定進路内を塞ぐ大きさを算出し、前記介入タイミング補正手段は、前記前方障
害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさと障害物と自車との相対速度に基づいて制動操作に
よる介入制御か操舵操作による介入制御かを選択することを特徴としている。
【０００７】
　本発明の衝突回避支援システムは、介入タイミング算出手段が、車両の前方に取り付け
られた距離計測装置で計測した、前方障害物との距離と、自車と前方障害物との相対速度
とから介入制御を開始する介入予定タイミングを算出し、進路余裕度算出手段が、車両の
前方に取り付けられた横方向位置計測手段で計測した、前方障害物の横方向の大きさと位
置に基づいて前方障害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさを算出することを特徴としてい
る。
【０００８】
　本発明の衝突回避支援システムでは、前方障害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさによ
って介入予定タイミングを補正して介入開始タイミングを決定しており、前方障害物が自
車の推定進路内を僅かしか塞がない場合には、介入開始タイミングを遅くするようにして
いるので、障害物を容易に回避できる場合における不要な介入制御が低減され、運転者へ
の違和感を低減できる。
　また、前方障害物を回避するのに有利な介入手段の選択を優先的に行い、介入操作を効
果的に行うことができる。
【０００９】
　また、本発明の衝突回避支援システムでは、前記横方向位置計測手段は、車両の前方に
取り付けられた撮像装置を備え、前記進路余裕度算出手段は、前記撮像装置の画像に基づ
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いて道路上の白線を基準とした前方障害物の位置と大きさを算出することを特徴としてい
る。
【００１０】
　本発明の衝突回避支援システムでは、ビデオカメラなどの撮像装置で撮像した画像に基
づいて自車の走行する車線範囲における障害物の大きさと位置を把握することで障害物と
同時に道路上の路肩や車線及びセンターラインなどの位置をも把握でき、実際の車線範囲
に対して障害物がどの程度塞いでいるかをより高精度に判定することが可能となる。
【００１２】
　さらに、本発明の衝突回避支援システムは、車両の後部に取り付けられた後側方距離計
測装置を備え、介入タイミング補正手段が、前記後側方距離計測装置による後側方障害物
の位置情報を考慮して、制動操作による介入制御か操舵操作による介入制御かを選択する
ことを特徴としており、後側方における障害物の有無、特に隣接車線から自車に追い付い
てくる他車両の有無を確認して操舵による介入操作が安全に行えるか否かを考慮しており
、衝突回避支援システムの安全性を一層増すことができる。
【００１３】
　さらに、本発明の衝突回避支援システムは、路面情報推定手段を備え、介入タイミング
補正手段が、前記路面情報推定手段で推定された路面状況を考慮して前記介入開始タイミ
ングを決定することを特徴としており、路面状況、特に路面の滑り易さの情報を考慮して
介入開始タイミングを遅らせる量を少なくし、路面状況に適した介入開始タイミングとす
ることができ、衝突回避支援システムの安全性を一層増すことができる。
【００１４】
　さらに、本発明の衝突回避支援システムは、運転者を判別する運転者判別手段を備え、
介入タイミング補正手段が、前記運転者判別手段で判別した運転者情報に基づいて前記介
入開始タイミングを決定することを特徴としており、介入タイミングの補正に運転者個人
の運転傾向を反映することができ、介入制御による運転者への違和感を低減できる。
【００１５】
　さらに、本発明の衝突回避支援システムは、外部からの通信が可能な外部通信手段を備
え、介入タイミング算出手段が、前記外部通信手段によって得られた障害物の位置及び行
動に関する情報を考慮して介入予定タイミングを算出することを特徴としており、距離計
測装置に加え基地局からの情報により自車の予定進路にある障害物を把握することができ
るので、介入タイミング算出手段は障害物を確実に把握して介入予定タイミングを算出す
ることができる。
【００１６】
　さらに、本発明の車両は、前記した衝突回避支援システムを搭載していることを特徴と
している。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の衝突回避支援システムは、前方障害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさによっ
て介入予定タイミングを補正して介入開始タイミングを決定し、前方障害物が自車の推定
進路内を塞ぐ大きさが小さい場合には、介入予定タイミングを遅くするように補正して介
入開始タイミングを決定しているので、障害物を容易に回避できる場合における不要な介
入制御が低減され、運転者への違和感を低減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下に、本発明の衝突回避支援システムを図に基づいて説明する。図１は、本発明に係
る衝突回避支援システムの一実施形態の全体構成を示している。
【００１９】
　距離計測装置１０１は、車両前部に取り付けられたレーザレーダで構成されており、前
方障害物との距離を計測するものであり、また、前回計測した測定距離と今回計測した測
定距離とにより自車と前方障害物との相対速度を算出する。距離計測装置１０１はレーザ



(5) JP 4909030 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

レーダに限られず、前方障害物との距離を計測できればよいものである。距離計測装置１
０１をミリ波レーダにすると、前方障害物との距離と相対速度を同時に計測できる。
【００２０】
　自車速センサ１０２は、トランスミッション出力軸の回転速度すなわち車速に比例した
数の出力パルスを発生するように取り付けられており、自車の速度を計測する。また、自
車速センサ１０２としては、各車輪毎に回転速度に比例したパルスを発生するように取り
付けてもよい。介入タイミング算出手段１０３は、距離計測装置１０１で計測された前方
障害物との距離と、自車と前方障害物との相対速度とから、そのままの速度で走行を続け
た場合に前方障害物と衝突するまでの余裕時間である衝突到達時間ＴＴＣを算出するとと
もに、前方障害物との衝突を回避するために必要な衝突回避時間ＴＴＢ、すなわち、自車
と前方障害物とが所定の距離離れた位置で、自車が制動操作によって前方障害物との相対
速度を０とするのに必要な時間を算出する。衝突到達時間ＴＴＣが衝突回避時間ＴＴＢと
なったときは衝突を回避するための制動操作を開始する予定のときであるから、衝突回避
時間ＴＴＢは介入予定タイミングといえる。
【００２１】
　横方向位置計測手段１０６は、レーザレーダで構成された距離計測装置１０１を用いて
おり、距離計測装置１０１を横方向にスキャンさせて、自車の走行する予定進路における
障害物の大きさと位置を計測する。横方向位置計測手段１０６は、距離計測装置１０１が
ミリ波レーダで構成されている場合であれば複数アンテナの出力を用いた開口合成により
横方向の情報を再構成するようにしてもよい。また、横方向位置計測手段１０６は、距離
計測装置１０１を用いないで、障害物の横方向の位置を検出するための手段を新たに設け
てもよい。
【００２２】
　進路余裕度算出手段１１２は、自車が走行すると推定される推定進路を演算するととも
に、横方向位置計測手段１０６が計測した自車の走行する予定進路にある障害物の大きさ
と位置に基づいて該障害物の横方向位置が、自車の推定進路内に占める大きさ（幅）を算
出する。
【００２３】
　介入タイミング補正手段１０４は、進路余裕度算出手段１１２で算出された該推定進路
内に占める前方障害物の大きさによって介入タイミング算出手段１０３により算出された
衝突回避時間ＴＴＢに対して介入操作を補正する。すなわち、自車の推定進路幅内に占め
る前方障害物の大きさが小さい場合には、運転者の操舵操作により短時間で前方障害物を
さけることができるので、衝突回避時間ＴＴＢを短縮するように補正して衝突回避決定時
間ＴＴＤを決定する。そして、衝突到達時間ＴＴＣが衝突回避決定時間ＴＴＤになると、
制動操作手段による制動介入を開始する信号を介入手段１０５に出力する。衝突到達時間
ＴＴＣが衝突回避決定時間ＴＴＤとなったときは衝突を回避するための制動操作を開始す
るので、衝突回避決定時間ＴＴＤは介入開始タイミングといえる。
【００２４】
　介入手段１０５は、本実施形態ではブレーキを作動させる制動操作によって衝突を回避
する制動操作手段を備えるものであり、介入タイミング補正手段１０４から制動介入を開
始する信号が入力されると、制動操作手段による制動介入を開始する。このようにして、
前方障害物との衝突の可能性に応じて該障害物との衝突が回避されるように車両の制動力
を制御する。
【００２５】
　本実施形態では、衝突回避時間ＴＴＢを補正することによって障害物回避の容易さに応
じて介入開始タイミングを遅らせ、その間に運転者による障害物の回避操作が行われると
制動介入を行う必要がなくなるので、不要な介入を減らして運転者への違和感を低減する
ことが可能となる。警報手段１１０は、制動介入を開始するときやその直前に介入制御が
行われること、あるいは、回避するための操作が必要なこと等を運転者に音等により報知
するものである。本実施形態では、前方障害物との衝突を回避するのに制動操作によって
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介入制御を行っているが、操舵操作による介入制御によって前方障害物との衝突を回避す
るように構成してもよい。
【００２６】
　次に、前述の進路余裕度算出手段１１２において、自車が走行する推定進路の推定の仕
方（演算）について図２を用いて説明する。図２において、１は自車、２は前方障害物（
先行他車）である。自車１は、内界センサとして自車速センサ１０２、操舵角センサ、ヨ
ーレートセンサが設けられており、自車速度、操舵角及びヨーレートを検出する。したが
って、自車速センサ１０２、操舵角センサ、ヨーレートセンサからの信号に基づいて、自
車１の操舵角及び自車速度の情報から幾何学的に自車がこれから通過すると推定される推
定進路２０１を演算する。この推定進路２０１と横方向位置計測手段１０６で計測した障
害物２の位置と横方向の大きさを進路余裕度算出手段１１２によって比較することにより
、障害物２の横方向位置が自車の推定進路幅２０１内に占める大きさ（幅）ｄ１を算出す
ることができる。より望ましくは、例えば自車１の走行運動モデルをオブザーバとして用
い、操舵角、自車速度に加えてヨーレートや横加速度などの物理量を検出して入力するこ
とにより、より精度良く推定進路２０１を求めることが可能である。
【００２７】
　さらに、自車の走行する推定進路の別の推定の仕方について図３を用いて説明する。図
３は自車１と障害物２の位置関係を上から見た図であり、自車１が走行する道路は路肩の
白線３及びセンターライン４により定められている。この道路に路上の位置を特定するた
めの手段としての磁気ネイル３０１が埋め込まれており、自車１はこの磁気ネイル３０１
の位置を計測して自車の現在の位置（ｄ３）を把握するとともに内界センサからの信号に
基づいて自車の走行する推定進路を、センターライン４（又は路肩の白線３）を基準とし
て推定できる。また、障害物の位置もセンターライン４を基準として把握する。この方法
によれば、障害物２の横方向位置が自車の推定進路内に占める大きさｄ１だけでなく、自
車１が通過可能な道路の幅ｄ２も求めることができるため、介入予定タイミングを補正し
てより的確な介入開始タイミングを決定することが可能となる。
【００２８】
　以上のように、本実施形態では、自車１の走行する予定進路における障害物２の大きさ
と位置を計測して障害物の横方向位置が自車の推定進路内に占める大きさｄ１もしくは自
車１の通過可能幅ｄ２を確認し、ここでもし障害物の位置が自車の推定進路内を大きく塞
いでいないと判定した場合には、介入開始タイミングを当初よりも遅らせるように補正す
ることで回避が容易な場合における不要な介入操作が低減され、運転者への違和感を低減
することが可能となる。
【００２９】
　図４は、図１における横方向位置計測手段１０６が車両前部に取り付けられたＣＣＤカ
メラからなる撮像装置で構成されている場合において、自車が走行する推定進路の推定の
仕方を説明するためのものであり、撮像装置で撮像した映像を示している。車両前部に取
り付けられ撮像装置からは自車１から見た車両前方の映像が進路余裕度算出手段１１２に
出力される。この映像には、前方の障害物２の他に、自車１が走行している道路の路肩の
白線３及びセンターライン４、さらに自車１自身の車体の一部が含まれるように、自車１
への撮像装置の取り付け位置が選択されている。
【００３０】
　進路余裕度算出手段１１２は、この映像に対してエッジ抽出や特徴点抽出（得られたエ
ッジ情報から直線や自動車、人などのパターンを抽出する処理）などの画像処理を施すこ
とにより、風景映像の中から前述の路肩の白線３、センターライン４、自車１の車体等の
計測対象を分離することができる。さらに撮像装置の自車１への取り付け位置は既知であ
るので、内界センサからの信号に基づいて自車の走行する推定進路を、センターライン４
（又は路肩の白線３）を基準として推定できる。また、対象物位置は撮像装置の光学系に
おける対象物と撮像素子上の像の対照関係から求められることは周知の事実であり、また
、映像中の自車１の幅Ｌなどは既知の長さであるので、これを利用するとともに前方障害
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物２までの距離により横方向距離の補正を行い、センターライン４（又は路肩の白線３）
を基準とした前方障害物２の位置と大きさを算出する。このようにして、自車の走行する
道路の幅や障害物２の横方向位置を自車１に取り付けた装置だけで計測することが可能と
なり、前方障害物２の横方向の位置が自車の同一車線上に占める大きさｄ１及びｄ２が求
められることから介入予定タイミングを補正してより的確な介入開始タイミングを決定す
ることが可能となる。
【００３１】
　以上のように、本実施形態における横方向位置計測手段１０６では、自車の走行する車
線範囲における障害物の大きさと位置を計測するためにビデオカメラなどの撮像装置を使
用することで障害物と同時に自車１の走行する道路上の白線、すなわち路肩の車線及びセ
ンターラインなどの位置を計測し、実際の車線範囲に対して障害物がどの程度塞いでいる
かをより高精度に判定することが可能である。これにより、障害物の横方向位置が自車の
推定車線内に占める大きさｄ１及び自車１の通過可能幅ｄ２を確認し、ここでもし障害物
の位置が自車の推定進路内を大きく塞いでいないと判定した場合には、介入操作タイミン
グを当初の介入操作よりも遅らせるように補正することで回避が容易な場合における不要
な介入操作が低減され、運転者への違和感を低減することが可能となる。
【００３２】
　次に、図５のフローチャートにより、本発明の衝突回避支援システムにおける制御処理
について説明する。まず、ステップ７０１で、自車速度を読み込むとともに障害物との距
離を読み込み、テップ７０２において、障害物との相対速度を算出し、障害物との距離と
相対速度から、そのままの速度で走行を続けたときに前方障害物と衝突するまでの時間で
ある衝突到達時間ＴＴＣを算出する。また、ステップ７０３で、相対速度に基づいて前方
障害物との衝突を回避するのに必要な、介入予定タイミングとなる衝突回避時間ＴＴＢを
算出する。その後ステップ７０４で、障害物の横方向位置の読み込みを行なう。ステップ
７０５においては、自車の推定進路を演算し、障害物が推定進路内に占める大きさを算出
するとともに、障害物が推定進路内に占める大きさに基づいて介入タイミング補正量Ｄを
算出する。ステップ７０６では、ステップ７０３で算出した衝突回避時間ＴＴＢを介入タ
イミング補正量Ｄにより補正して介入開始タイミング（ＴＴＢ×Ｄ）を算出し、これを衝
突到達時間ＴＴＣと比較することで介入制御を開始するか否かを判定する。もし、衝突到
達時間ＴＴＣが介入開始タイミング（ＴＴＢ×Ｄ）以下であれば、ステップ７０７により
制動操作または操舵操作による目標介入量の算出及び介入制御を行う。一方、衝突到達時
間ＴＴＣが介入開始タイミング（ＴＴＢ×Ｄ）に達していなければ、介入制御を行なわず
に処理を終える。このような処理手順を制御周期ごとに繰り返すことで車両の衝突回避の
支援を行なう。
【００３３】
　図６、７により、本発明の衝突回避支援システムの他の実施形態を説明する。この実施
形態では、図１における介入手段１０５が、制動操作によって衝突を回避する制動介入手
段と操舵操作によって衝突を回避する操舵介入手段等の複数の介入手段を備えている。
【００３４】
　図６に示すように、制動介入手段による衝突回避可能距離と操舵介入手段による衝突回
避可能距離とは障害物との相対速度の違いによって異なる。図６において、線５０１は操
舵操作によって衝突回避するのに必要な操舵回避限界距離を示し、線５０２は制動操作に
よって衝突回避するのに必要な制動回避限界距離を示している。すなわち、縦軸の障害物
までの距離がこれらの回避限界距離を下回る場合は衝突回避が不可能であることを示して
いる。線５０２の制動回避限界距離は、車両の減速度が最大、すなわち路面摩擦係数で決
まる一定の減速度である場合の限界距離で、相対速度の２乗に比例して増加する。一方、
線５０１の操舵回避限界距離は、操舵により一定速度の横移動が生じると仮定した場合の
限界距離であり、相対速度に対して線形に増加する。すなわち、相対速度が値５０３より
遅いときには、操舵操作によって衝突を回避するよりも制動操作によって衝突を回避する
方が有利であり、また、相対速度が値５０３より速いときには、制動操作によるよりも操
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舵操作による方が有利になる。よって、制動介入手段による介入制御を行うか、操舵介入
手段による介入制御を行うか、その介入手段を適切に選択することによって、図６の範囲
５０４のように回避限界距離をより小さくすることが可能である。
【００３５】
　そこで、図１の介入タイミング補正手段１０４中に、図７に示すような介入手段選択テ
ーブルを備えておき、どの介入手段を優先して動作させたらよいかを適切に選択する。図
７には、障害物に対する相対速度と障害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさの２つのパラ
メータを用い、相対速度の大小と障害物が自車の推定進路内を塞ぐ大きさの大小により４
つの範囲に分け、その範囲で動作させるべき介入手段を示している。障害物が自車の推定
進路内を塞ぐ幅が小さく操舵操作することにより回避が容易な場合には、相対速度が大き
いときは警報手段１１０により運転者に回避操作を促すが、相対速度が小さいときは介入
制御を行っていない。しかし、どの介入手段を優先して動作させるかの介入手段選択テー
ブルはこれに限定されるものではない。
【００３６】
　また、介入タイミング補正手段１０４は制動介入手段と操舵介入手段との２つの介入制
御を同時に行なうようにしてもよく、例えば、相対速度が大きくかつ障害物が自車の推定
進路内を塞ぐ幅が大きい場合には制動介入手段によって制動するとともに操舵介入手段に
よって操舵して衝突を回避する。この場合には、介入手段選択テーブルの範囲によってそ
れぞれの介入手段による介入操作の割合が異なるようにテーブルを構成してもよい。
【００３７】
　以上のように本実施形態の介入タイミング補正手段１０４では、障害物との相対速度と
障害物が自車の自車の推定進路内を塞ぐ幅の大きさに基づいて衝突を回避するための介入
手段を選択し、介入操作を効果的に行うことが可能となる。
【００３８】
　図８は、本発明の衝突回避支援システムの他の実施形態を示しており、図１に示す実施
形態のものと同じ構成には同じ符号を付している。本実施形態では、図１に示す衝突回避
支援システムと比べ、後側方距離測定装置、路面状況推定手段、運転者判別手段及び外部
通信手段が追加されている。
【００３９】
　後側方距離計測装置１０７は、車両後部に取り付けられたレーザレーダで構成されてお
り、後方障害物との距離を計測するものであり、また、前回計測した測定距離と今回計測
した測定距離により自車と前方障害物との相対速度をも測定する。ここで後側方距離計測
装置１０７はレーザレーダに限られず、ミリ波レーダでもよく、ミリ波レーダであれば、
後方障害物との距離と相対速度を同時に計測できる。そして、後側方距離計測装置１０７
で計測した後方障害物についての情報は介入タイミング補正手段１０４に入力され、介入
タイミング補正手段１０４は、隣接車線で後方から追い上げてくる車両等の有無を考慮し
、操舵操作による衝突回避を安全に行えるかを判定した上で介入手段の選択を行うので、
衝突回避支援システムの安全性を一層増すことができる。
【００４０】
　路面状況推定手段１０８は、路面の滑り易さ等の路面状況を把握するものであり、駆動
輪である前輪の速度と後輪速度との差に基づいて路面摩擦係数を把握し、この路面状況推
定手段１０８で把握された路面摩擦係数の情報を介入タイミング補正手段１０４に入力し
ている。また、路面摩擦係数の把握は制動時の車輪変化速度から把握してもよい。そして
、路面摩擦係数により図６で示した制動回避限界距離と操舵回避限界距離とが変わること
になるので、介入タイミング補正手段１０４は、路面摩擦係数をも考慮した介入タイミン
グ補正量Ｄによって衝突回避時間ＴＴＢを補正して介入開始タイミング（ＴＴＢ×Ｄ）を
算出する。本実施形態では、雨や冬季の凍結、積雪などの路面状況、特に路面の滑り易さ
を考慮して介入開始タイミングを決定しているので、衝突回避支援システムの安全性を一
層増すことができる。
【００４１】
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　運転者判別手段１０９は、運転者ごとのキーを用意しこのキーを挿入することにより運
転者を判別する。車間距離を大きく保ってする運転する運転者によっては介入タイミング
が遅延すると却って恐怖感やシステムへの不信感を増大してしまう可能性があるし、逆に
普段から車間距離の小さい状態で運転をしている運転者にとっては、介入予定タイミング
の遅延補正をしてもなお御節介な介入をするシステムだと感じる可能性がある。そこで、
運転者判別手段１０９で運転者を判別し、判別した運転者の情報を介入タイミング補正手
段１０４に入力し、介入タイミング補正手段１０４が運転者個別の好みに適応するように
運転者に応じた介入タイミング補正をするように制御する。ここで、運転者判別手段１０
９としては、運転者が選択ボタンを押下させる簡便なものでもよいし、運転者を撮影する
カメラ、例えば居眠り検知システムのカメラを流用して顔認識データから運転者を特定す
るもの、ハンドルなどに取り付けた静脈認証システムによって運転者を特定するもの、カ
ーナビやハンズフリーフォンの音声入力による音声認識によって運転者を特定するものな
どのいずれであってもよい。
【００４２】
　以上のように、本実施形態では運転者判別手段１０９を備え、運転者の運転傾向を考慮
して介入予定タイミングの補正を行うことにより、介入制御による運転者への違和感を低
減できる。
【００４３】
　外部通信手段１１１は、道路側に設けられ基地局と無線等の通信手段によって交信し、
他車両等の障害物の情報を入手して介入タイミング算出手段１０３に入力する。外部通信
手段１１１は、例えば、塀等によって距離計測装置１０１で検知することのできなかった
車両の情報を入手可能である。介入タイミング算出手段１０３は、距離計測装置１０１に
加え基地局からの情報により自車の予定進路にある障害物を把握することができるので、
介入タイミング算出手段１０３は、障害物を確実に把握して介入予定タイミングを算出す
ることができる。また、外部通信手段１１１は、本実施形態と同様の衝突回避支援システ
ムを搭載した近隣の他車両と交信してもよいし、道路上に備え付けたセンサやビーコン、
カメラなどの情報収集手段によって得られる車両位置情報を収集してもよい。前者の近隣
の他車両である場合には、例えば各車両が備えたＧＰＳシステムによる車両位置情報を付
加して無線通信手段によって相互に情報を授受したり、同様の衝突回避支援システムを搭
載した車両同士で位置情報や加減速、旋回などの行動情報を共有することで、該介入開始
タイミングを決定するための障害物の位置情報をより詳細で高精度なものにすることが可
能になる。
【００４４】
　本実施形態の衝突回避支援システムは、後側方距離測定装置１０７、路面状況推定手段
１０８、運転者判別手段１０９及び外部通信手段１１１を備えているが、これらは全て備
える必要はなく、適宜必要に応じて前記手段を選択して備えればよく、例えば、後側方距
離測定装置１０７のみを備えてもよい。
【００４５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるもの
でなく、特許請求の範囲に記載された発明の精神を逸脱しない範囲で、設計において種々
の変更ができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の衝突回避支援システムの一実施形態を示す全体構成図。
【図２】本発明の衝突回避支援システムにおいて、自車の走行する推定進路の推定方法を
説明するための図。
【図３】本発明の衝突回避支援システムにおいて、自車の走行する推定進路の他の推定方
法を説明するための図。
【図４】本発明の衝突回避支援システムにおいて、自車の走行する推定進路のさらに他の
推定方法を説明するための図。
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【図５】本発明の衝突回避支援システムにおける処理のフローチャートを示す図。
【図６】障害物との相対速度による介入手段毎の回避可能距離を示す図。
【図７】本発明の衝突回避支援システムにおける介入タイミング補正手段１０４の介入手
段選択テーブルを示す図。
【図８】本発明の衝突回避支援システムの他の実施形態を示す全体構成図。
【符号の説明】
【００４７】
１…自車
２…障害物
３…白線
４…センターライン
１０１…距離計測装置
１０２…自車速センサ
１０３…介入タイミング算出手段
１０４…介入タイミング補正手段
１０５…介入手段
１０６…横方向位置計測手段
１０７…後側方距離測定装置
１０８…路面状況推定手段
１０９…運転者判別手段
１１０…警報手段
１１１…外部通信手段１１１
１１２…進路余裕度算出手段
２０１…推定進路
３０１…磁気ネイル
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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